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Ⅳ 雇用動向について（平成２１年２月：「毎月勤労統計調査」）

１ 賃金の動き

１人平均の月間の現金給与総額は、全規模

の調査産業計で２４７，２０５円（前年同月

比１．8％減）となりました。

所定内給与は、229，729円（同０．９％

減）となり、所定内給与と所定外給与をあわ

せた、きまって支給する給与は245，677円

（同１．5％減）となりました。特別に支払

われた給与は１，５２８円となり、実質賃金

は１．５％減少しました。

産業別に、きまって支給する給与を見ると、

増加したのは、情報通信業（5．7％増）、飲

食店,宿泊業（5．1％増）等でした。

一方、減少したのは、不動産業（同15．4

％減）、教育,学習支援業（同1２．３％減）等

でした。

２ 労働時間の動き

１人平均月間実労働時間は、全規模の調査

産業計で１４４．５時間（前年同月比４．２

％減）となりました。そのうち、所定内労働

時間は１３５．９時間（同３．２％減）、所定

外労働時間は８．６時間、（同１８．２％減）

となりました。

産業別に所定外労働時間をみると、教育,学

習支援業の６．３時間（同４３．１％増）、

建設業の１３．９時間（同１４．３％増）な

どが増加し、逆に減少したのは、飲食店、宿

泊業の３．１時間（同４４．５％減）、不動産

業の３．６時間（同４２．６％減）となりま

した。

３ 雇用の動き

常用労働者は、全規模の調査産業計で

１，６３８，３４２人（前年同月比０．８％

減）となりました。そのうち、パートタイム

労働者は４４５，０７２人で、２７．２％（男

性労働者のうち１３．８％、女性労働者のう

ち４３．０％）を占めています。

また、産業別にパートタイム労働者の占め

る割合を見ると、飲食店，宿泊業の７３．５

％をはじめ、卸売・小売業４０．４％、サー

ビス業（他に分類されないもの）２６．９％が

高い比率を占めています。

＊産業別比較においては対象事業所が少ない鉱業を除いています。

（注）１．日本標準産業分類の改定に伴い、平成１７年１月か

ら新産業分類に基づく集計結果を公表しています。

２．増減率はすべて前年同月比であり、原則指数を用

いて計算していますが、指数が作成できない産業では

実数で計算しています。

・指数で計算した産業…調査産業計、建設業、製造業、

電気・ガス・熱供給・水道業

・実数で計算した産業…上記以外の産業

○福岡県の賃金・労働時間・雇用の動き

　　－全規模（事業所規模５人以上）－

実　数 前月比（％） 前年比（％）

現金給与総額
　　　　（円）

247,205 △ 4.6 △ 1.8

きまって支給
する給与（円）

245,677 △ 0.4 △ 1.5

総実労働時間
　　　（時間）

144.5 2.5 △ 4.2

所定外労働時間
　　　（時間）

8.6 △ 5.4 △ 18.2

常用労働者
　　　　（人）

1,638,342 0.3 △ 0.8

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者
比率（％）

27.2 △ 0.1 0.5

項　　目
調　査　産　業　計

語句の解説

＊所定内給与

きまって支給される給与のうち時間外手当、休日出勤手当、深夜

手当等、所定外給与以外のもの

＊所定外給与

所定の労働時間を超える労働に対して支給される時間外手当、休

日出勤手当、深夜手当等

＊実質賃金

名目的な賃金の増減に消費者物価の変動を考慮したもので、労働

者の実質的な購買力を示したもの

＊所定内労働時間

事業所の就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との

間の実労働時間

＊所定外労働時間

早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間

＊常用労働者

期間を決めず、又は１か月を超える期間を決めて雇われている者


